
◎

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）

抄

（
第
二
十
五
条
関
係
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
施
行
）
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
給
付
等
）

（
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
給
付
等
）

第
十
六
条

旧
適
用
法
人
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
改
正
前
国
共
済
法

第
十
六
条

旧
適
用
法
人
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
改
正
前
国
共
済
法

に
よ
る
年
金
た
る
給
付
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た

に
よ
る
年
金
た
る
給
付
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
第

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
第

四
項
、
第
九
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

四
項
、
第
九
項
及
び
第
十
項
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す

規
定
を
適
用
す
る
場
合
並
び
に
当
該
給
付
の
費
用
に
関
す
る
事
項
を
除
き
、
同
法

る
場
合
並
び
に
当
該
給
付
の
費
用
に
関
す
る
事
項
を
除
き
、
同
法
及
び
改
正
後
国

及
び
改
正
後
国
共
済
施
行
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場

共
済
施
行
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令

こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

で
定
め
る
。

２

旧
適
用
法
人
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
旧
国
共
済
法
に
よ
る
年
金

２

旧
適
用
法
人
共
済
組
合
員
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
旧
国
共
済
法
に
よ
る
年
金

た
る
給
付
に
つ
い
て
は
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
九
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二

た
る
給
付
に
つ
い
て
は
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
九
項
及
び
第
十
項
並
び
に
次
条

項
並
び
に
次
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
並
び
に
当
該
給
付
の
費
用
に
関

第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
並
び
に
当
該
給
付
の
費
用
に
関
す
る
事
項
を
除

す
る
事
項
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
～
８

（
略
）

３
～
８

（
略
）

９

厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
八
条
の
十
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

必
要
な
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
管
掌
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
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と
さ
れ
た
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者
の
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金

保
険
法
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
と
み
な
さ
れ
た
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
標
準
報

酬
月
額
が
厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
八
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
改
定
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
一
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も

の
と
さ
れ
た
規
定
（
他
の
法
令
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
引
用
し
、
又
は
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
に
関
し
必
要
な
読
替
え
そ
の
他
必
要
な
事

項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

～

（
略
）

９
～

（
略
）
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